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今
年
度
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た
地
域

経
済
を
回
復
す
る
た
め
に
、
市
内
の

商
店
街
が
連
合
体
と
な
っ
て
、
市
内

で
広
く
利
用
で
き
る
期
間
限
定
の
プ

レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
を
行
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
身
近
に
あ
る
商
店
街
・

小
売
市
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
に
つ
い
て

　
１
セ
ッ
ト
６
０
０
０
円
分（
５
０
０

円
×
12
枚
つ
づ
り
）
の
商
品
券
を

５
０
０
０
円
で
販
売
し
ま
す
。
１
世

帯
に
つ
き
10
セ
ッ
ト
（
５
万
円
）
ま

で
購
入
で
き
ま
す
。

　
６
月
中
旬
に
、
市
内
各
世
帯
に
「
予

約
申
込
書
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
申

込
書
の
提
出
の
締
切
は
７
月
７
日
（
当

日
消
印
有
効
）
で
す
。

　
申
込
後
に
「
引
換
券
ハ
ガ
キ
」
が
届

い
た
人
は
、
指
定
日
に
郵
便
局
で
商
品

券
を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

商
品
券
の
使
用
可
能
期
間

　
８
月
１
日（
月
）～
9
月
30
日（
金
）

商
品
券
の
使
用
可
能
店
舗

　
５
６
６
店
舗（
６
月
21
日
現
在
）

※
店
舗 

一 

覧
や
事
業
の
詳

細
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す

連合商店街プレミアム付
商品券を販売
問連合商店街コールセンター☎43-5611

案内 案内保険料額決定通知・後期高齢
者医療被保険者証の送付

国保税・後期高齢者医療保険
料・介護保険料の減免

後期高齢者医療制度・介護保険制度

問長寿・保険課☎ 43-5217
問国保税について…税務課☎ 43-5213
　保険料について…長寿・保険課☎ 43-5217

　
令
和
４
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
額
お
よ
び
介
護
保
険
料
額
の
決

定
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま

す
。
両
制
度
で
は
、
被
保
険
者 

一 

人

ひ
と
り
に
保
険
料
を
お
支
払
い
い
た

だ
き
ま
す
。

保
険
料
の
支
払
方
法

❶
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　
年
金
支
給
時
に
あ
ら
か
じ
め
差
し

引
か
れ
ま
す
。

❷
普
通
徴
収
（
納
付
書
か
口
座
振

替
で
の
支
払
い
）

▽
後
期
高
齢
者
医
療
制
度　
７
月
か

ら
翌
年
３
月
ま
で
毎
月
納
付

▽
介
護
保
険
制
度　
８
月
か
ら
偶
数

月
に
納
付

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者

の
収
入
が
減
少
し
た
場
合
な
ど
に
、

申
請
に
よ
り
国
保
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
の
減
免

を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象
世
帯
（
対
象
被
保
険
者
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症（
の

影
響
）
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持

者
が
（
の
）

❶
死
亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ

た
世
帯
（
に
属
す
る
被
保
険
者
）

❷
事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、
山

林
収
入
ま
た
は
給
与
収
入
が
減

少
す
る
世
帯
の
う
ち
、
主
た
る
生

計
維
持
者
が
次
の
⑴
～
⑶
の
条
件

お知
らせ

お知
らせ

（
廃
業
・
失
業
の
場
合
お
よ
び
介
護

保
険
料
に
つ
い
て
は
⑴
お
よ
び
⑶
）

す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
世
帯
（
に
属

す
る
被
保
険
者
）

　
⑴
事
業
収
入
等
の
い
ず
れ
か
が
前
年

の
10
分
の
３
以
上
減
少
見
込
み
⑵
前

年
の
所
得
の
合
計
額
が
１
０
０
０
万

円
以
下
⑶
減
少
見
込
み
の
事
業
収
入

等
に
係
る
所
得
以
外
の
前
年
の
所
得

の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下

減
免
額　
❶
の
場
合
は
全
額
免
除
。
❷

の
場
合
は
前
年
の
所
得
等
に
応
じ
て 

一 

部
ま
た
は
全
額
を
減
免
し
ま
す
。

※
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
支
払
い
の

猶
予
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

被
保
険
者
証
は
７
月
下
旬
送
付

　
被
保
険
者
証
の
更
新
時
期
は
８
月
１

日
で
す
。
７
月
下
旬
に
新
し
い
被
保
険

者
証
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月
か
ら

新
し
い
被
保
険
者
証
を
医
療
機
関
等
の

窓
口
で
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
制
度
改
正
に
よ
り 
一 
部
負
担

金
の
割
合
が
見
直
さ
れ
、
10
月
１
日

か
ら
、
現
行
の
「
１
割
」「
３
割
」
に
、

新
た
に
「
２
割
」
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

改
正
に
伴
い
、
８
月
の
更
新
時
期
に
は

す
べ
て
の
被
保
険
者
に
有
効
期
限
が
９

月
30
日
ま
で
の
被
保
険
者
証
を
交
付
し

ま
す
。
10
月
以
降
の
被
保
険
者
証
は
９

月
中
旬
頃
に
送
付
す
る
予
定
で
す
。

※課税所得金額…前年中の総所得金額等から基礎控除を差し引いた金額

【表】令和 4 年度の税率等　　　　　　　※税率・金額の（）内は昨年度

令和 4 年度の国民健康保険税の税率等を決定
問税務課☎ 43-5213

お知
らせ

お知
らせ

医療保険分
（0 ～ 74 歳）

後期高齢者
支援金等分 

（0 ～ 74 歳）

介護保険分
（40 ～ 64 歳）

所得割 
（課税所得金額※×税率）

7.4％
（改正なし）

2.82%
（改正なし）

2.23%
（2.0%）

資産割 
（固定資産税額×税率）

7.5%
（11.25%）

2.5%
（3.75%）

1.24%
（1.86%）

均等割 
（１人あたり）

2 万 6,500 円
（改正なし）

1 万 1,000 円
（改正なし）

1 万 2,000 円
（改正なし）

平等割 
（１世帯あたり）

2 万 4,600 円
（改正なし）

6,600 円
（改正なし）

4,100 円
（改正なし）

課税限度額 65 万円
（63 万円）

20 万円
（19 万円）

17 万円
（改正なし）

　
令
和
４
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
率
等
が
決
ま
り
ま
し
た
【
表
】。

昨
年
度
よ
り
税
率
の
変
更
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
法
令
に
よ
り
課
税

限
度
額
が
変
更
さ
れ
、
今
年
度
よ

り
未
就
学
児
に
か
か
る
均
等
割
額

が
２
分
の
１
減
額
さ
れ
ま
す
。

◆
未
就
学
児
に
か
か
る

　
均
等
割
額
の
軽
減

　
今
年
度
か
ら
、
未
就
学
児
（
令

和
４
年
度
は
平
成
28
年
４
月
２
日

以
降
生
ま
れ
）
に
か
か
る
均
等
割

額
が
２
分
の
１
減
額
さ
れ
ま
す
。

※
軽
減
世
帯
に
該
当
す
る
場
合
は

軽
減
後
の
均
等
割
額
か
ら
2
分

の
１
減
額
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、

未
就
学
児
の
均
等
割
額
軽
減

後
、
課
税
限
度
額
を
超
え
る
世

帯
は
課
税
限
度
額
で
の
課
税
と

な
り
ま
す

◆
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

　
（
天
引
き
）
で
納
付
す
る
世
帯

　
申
請
に
よ
り
口
座
振
替
へ
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
令
和
５
年
２
月
28
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
児
童
も
対
象

❷
令
和
４
年
度
住
民
税（
均
等
割
）

が
非
課
税
の
人
、
ま
た
は
１
月

１
日
以
降
の
収
入
が
急
変
し
、

住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入
と

な
っ
た
人

※
ひ
と
り
親
世
帯
の
人
も
対
象
と

な
り
ま
す
が
、「
ひ
と
り
親
世

帯
分
」
の
特
別
給
付
金
を
受
け

た
人
は
対
象
外
と
な
り
ま
す

▽
給
付
額

　
児
童
１
人
あ
た
り 

一 

律
５
万
円

▽
申
請
手
続
き

•
４
月
分
の
児
童
手
当
ま
た
は

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者

（
公
務
員
除
く
）で
住
民
税
（
均

等
割
）
が
非
課
税
の
人
は
申
請

不
要
、
６
月
末
に
支
給
済
み
。

•
そ
の
他
の
人
（
高
校
生
の
み
を

養
育
し
て
い
る
人
、
収
入
が
急

変
し
た
人
、
公
務
員
な
ど
）
は

申
請
が
必
要
で
す
。

※
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
い
る
子
育
て
世

帯
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
一

時
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

ひ
と
り
親
世
帯
分

▽
支
給
対
象
者

❶
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
対
象
者

❷
公
的
年
金
等
を
受
け
て
い
る
た

め
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い

な
い
人

❸
家
計
が
急
変
し
、
収
入
が
児
童

扶
養
手
当
の
対
象
と
な
る
水
準

に
下
が
っ
た
人　

▽
給
付
額

　
児
童
１
人
あ
た
り 

一 

律
５
万
円

▽
申
請
手
続
き

•
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
対
象
者
は
申
請
不
要
、
６
月

末
に
支
給
済
み
。

•
そ
の
他
の
支
給
対
象
者
は
申
請

が
必
要
で
す
。

※
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
ひ
と
り
親
以
外
の
子
育
て
世
帯
分

▽
支
給
対
象
者　
次
の
❶
❷
の
両

方
に
当
て
は
ま
る
人

❶
18
歳
未
満
の
児
童
（
令
和
４
年

３
月
31
日
時
点
。
障
害
児
の
場

合
、
20
歳
未
満
）
を
養
育
す
る

父
母
等

低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金
問子育てゆめるん課☎ 43-5219

ひとり親世帯分

ひとり親以外の
子育て世帯分

　
7
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
」
強
調
月
間
・「
再
犯
防
止
」
啓

発
月
間
で
す
。

　
こ
の
運
動
は
、
犯
罪
や
非
行
の
防

止
と
罪
を
犯
し
た
人
の
更
生
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な

い
地
域
社
会
を
築
く
こ
と
を
目
的
に

全
国
で
実
施
さ
れ
ま
す
。
犯
罪
や
非

行
を
繰
り
返
す
こ
と
の
な
い
よ
う
支

援
し
、
安
全
で
安
心
な
暮
ら
し
を
か

な
え
る
た
め
に
自
分
に
は
何
が
で
き

る
の
か
を
、
皆
さ
ん
で
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。

　
今
年
は
、
次
の
と
お
り
啓
発
イ
ベ

ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

「社会を明るくする運動」強調
月間・「再犯防止」啓発月間
問市推進委員会事務局（市民協働課内）☎43-5244

日
時　
７
月
９
日
（
土
）
午
後
２
時
～

場
所

　
シ
ョッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
・
シ
ー
パ

内
容　
開
会
セ
レ
モ
ニ
ー
、
ち
び
っ
子

お
ま
わ
り
さ
ん
（
園
児
）
に
よ
る
啓

発
グ
ッ
ズ
の
配
布
、
刑
務
所
作
業
製

品
展
示
即
売
会
（
午
前
10
時
～
午
後

３
時
ま
で
）

◆
刑
務
所
作
業
製
品
と
は
、
全
国
の
刑

務
所
、
少
年
刑
務
所
、
拘
置
所
等
で

受
刑
者
が
社
会
復
帰
に
備
え
、
刑
務

作
業
で
丹
精
こ
め
て
作
成
し
た
製
品

で
す
。
作
業
製
品
を
購
入
す
る
こ
と

で
、
受
刑
者
の
更
生
へ
の
支
援
に
つ

な
が
り
ま
す
。




